地区安全なまちづくり推進センター活性化補助金交付要綱
  （趣旨）
第１条  この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和37年富山県規則第10号。以下「規則」という。）第21条に基づき、地区安全なまちづくり推進センター活性化補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
（補助金の交付）

第２条  知事は、安全なまちづくりを推進するため、富山県安全なまちづくり条例（平成17年富山県条例第１号）第13条第３項の規定に基づく地区安全なまちづくり推進センター（以下「地区推進センター」という。）等が行う事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

  （交付の対象経費、補助率等）
第３条  補助金の交付の対象経費並びにこれに対する補助率及び補助金額は、次の表のとおりとする。
	事業名
	補助事業者
	事業実施主体
	対象経費
	補助率
	限度額

	地区センター活性化事業
	市町村又は

市町村安全なまちづくり推進センター

	地区推進

センター
	別表第１に掲げる経費
	10分の10以内
	1地区推進センターあたり50千円

	青パト活動

支援事業
	
	地区推進

センター等
	別表第２に掲げる経費
	
	青色回転灯装備車両1台あたり10千円（令和８年度分に限り20千円）


　※　ただし、補助額が限度額を超える場合は、限度額を補助額とする。なお、補助額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

 （補助金の交付の申請様式）
	書  類
	様  式
	部 数
	提  出  期　限

	事業計画書
	様式第２号
	１部
	  知事が定める期日

	収支予算書
	様式第３号
	１部
	


第４条　補助金の交付の申請をしようとする市町村又は市町村安全なまちづくり推進センターは補助金交付申請書（様式第１号）に次の表に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
  （交付条件）
第５条　規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合においては、知事の承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助事業の経理については、その内容を証する関係書類を整備し、補助事業完了後５年間保管しておくこと。

　（軽微な変更）
第６条  前条第１項ただし書の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体を変更すること。
　(2) 事業目的を変更すること。
　(3) 市町村の補助金の額の20パーセント以上を変更すること。
　（実績報告）
第７条　補助金の交付決定を受けた市町村又は市町村安全なまちづくり推進センターは、この補助事業が完了したときは、補助金実績報告書（様式第４号）に次の表に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

	書  類
	様  式
	部 数
	提  出  期　限

	事業報告書
	様式第５号
	１部
	事業完了後30日以内又は毎年３月31日までのいずれか早い日

	収支決算書
	様式第６号
	１部
	


　（補助金の概算払）
第８条　補助金は、予算の範囲内において、概算払をすることができる。

２　交付決定を受けた市町村又は市町村安全なまちづくり推進センターは、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。
　（細則）

第９条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附  則

この要綱は、平成18年７月25日から施行する。

　　　附　則（平成21年10月１日一部改正）

この要綱は、平成21年10月１日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附　則（令和元年10月1日一部改正）
この要綱は、令和元年10月１日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附　則（令和３年４月1日一部改正）
この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。
附　則（令和４年４月1日一部改正）
この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。
附　則（令和６年４月1日一部改正）
この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度分の補助金から適用する。
附　則（令和７年４月1日一部改正）
この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。

附　則（令和８年４月1日一部改正）
この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。

別表第１
	項　　    目
	内　　　　　          容

	報　償　費
	　講演会等講師謝礼、団体・個人用表彰費　など

	旅　　　費
	　講演会等講師旅費　など

	需　用　費
	　普及啓発用品購入費（垂れ幕、看板、ステッカーなど）、普及啓発用ポスター・パンフレット等印刷製本費、消耗品費、会議資料作成費、青色回転灯購入費、地域安全マップ作製費など

	役　務　費
	　通信連絡費　など

	委　託　料
	会場設営委託費、各種調査委託費　など

	使　用　料
	会場使用料、車借上げ料　など

	その他安全なまちづくりに関する事業費
	　

安全なまちづくりに必要な事業に要する経費（ただし、団体の運営経費、団体内部の関係者への謝金・賃金、飲食費、自主防犯団体への補助金は除く）




別表第２

	項　　    目
	内　　　　　          容

	青色回転灯を装備した車両に要する経費
	　青色回転灯を装備した車両によるパトロール活動に要する経費（ガソリン代、青色灯交換、車両ステッカー、ドライブレコー
ダーなど）。ただし、原則として週１回以上かつ１回あたりのパトロール時間が概ね1時間以上の活動であること。


地区安全なまちづくり推進センター活性化補助金交付要領
第１　趣旨
　この要領は、地区安全なまちづくり推進センター活性化補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第９条の規定に基づき、当該補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
第２　地区センター活性化事業

　補助金の対象交付年度及び１地区センターあたりの補助限度額については、次のとおりとする。

（１）各地区交付初年度、２年目及び３年目は、50千円とする。

（２）各地区交付４年目以降は、30千円とする。（令和８年度分に限り50千円とする。）
第３　青パト活動支援事業
　１　対象車両は、富山県警察で登録された車両とする。
　２　事業実施主体は地区推進センターのほか地区推進センターをまたぐ広域的な活動を行うパトロール隊とする。
　３　補助金の対象経費及び補助限度額については、次の通りとする。
（1） 原則として週１回以上かつ１回あたりのパトロール時間が概ね１時間以上の活動に供した車両ごとに10千円を上限として交付する。（令和８年度分に限り20千円を上限として交付する。）
（2） 対象経費はガソリン代、青色灯交換、車両ステッカー、ドライブレコーダーなどとする。
　　　
第４　補助金の交付申請について
　　当該補助金の交付申請にあたっては、地区センター活性化事業に係る補助金の交付、青パト活動支援に係る補助金の交付を同時に申請（同一申請書）するものとする。
第５　補助金の実績報告書に添付する書類について
　１　市町村安全なまちづくり推進センターにおいては、次の書類を提出すること。
（１）地区安全なまちづくり推進センター等へ支出したことが分かる支出証拠書類の
写し

（２）地区安全なまちづくり推進センター等の収支決算書の写し

　２　地区安全なまちづくり推進センター等においては、支出したことが分かる支出証拠書類の写しを提出すること。
第６　支出書類について
　１　市町村安全なまちづくり推進センターにおいては、地区安全なまちづくり推進
センター等から提出された支出証拠書類の写しを事業完了後５年間保管するこ
と。
２　地区安全なまちづくり推進センター等においては、支出証拠書類等の原本を事業
完了後５年間保管すること。

第７　その他
当面の間、市町村安全なまちづくり推進センターが未設置の場合は、県が地区安全なまちづくり推進センターに直接補助することができるものとする。
　　　附　則
　この要領は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
　　　附　則
　この要領は、平成23年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要領は、平成25年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要領は、平成27年4月1日から施行する。
　　　附　則
　この要領は、令和４年4月1日から施行する。
附　則
　この要領は、令和６年4月1日から施行する。
附　則
この要領は、令和７年4月1日から施行する。
附　則
この要領は、令和８年4月1日から施行する。
